
 

 

 

様式第８号 

 

指定管理者の選定結果（公募用） 

 

１ 施 設 の 名 称   静岡市西ケ谷総合運動場 

 

２ 指定管理者の名称   公益財団法人 静岡市スポーツ協会 

 

３ 指 定 期 間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

４ 選定の経緯 

（１）公募 

ア 募 集 期 間  令和７年10月29日～令和７年11月28日 

イ 申請団体（順不同）  公益財団法人 静岡市スポーツ協会 

 

（２）審査方法 

ア 審査の種類 

（ア）書 類 審 査  令和７年12月12日 

（イ）プレゼンテーション  令和７年12月12日 

  イ 審査委員会 

    委員長 能口 富 （スポーツ振興課長） 

    委 員 木宮 敬信（静岡市スポーツ推進審議会会長） 

     〃  大石 孝夫（静岡市清水区スポーツ推進委員会委員長） 

     〃  池田 佳隆（スポーツ振興課 施設担当課長） 

     〃  松浦 康弘（観光政策課長） 

ウ 審査基準（審査表） 

様式第18号「指定管理申請者審査表」のとおり 

エ 決定方法（審査方法） 

各審査委員が、書類審査とプレゼンテーションの結果に基づき上記審査項目につ

いて採点し、総合点数により決定する。 

 

 



 

 

 

（３）審査結果 

ア 選定された団体の名称及び点数 

（ア）名 称  公益財団法人 静岡市スポーツ協会 

（イ）点 数  80.2点／100点満点（市が設定した最低基準点70点） 

（ウ）指定管理料提示額  157,645千円 

イ 総 評（選定の理由等） 

・ローラースポーツに関する情報をインスタグラム等のSNSで発信を行うことや

Youtubeでのプロモーションムービー製作を行うなど、新たなスポーツの裾野を広

げる事業を展開することで、利用者の増加及び利用者満足度の向上に期待できる。 

・当該施設の指定管理者として実績があり、安定した施設運営が期待できる。 

 あわせて施設の設置目的を十分に認識しており、豊富な人材や蓄積されたノウハウ

により利用者にとって満足度の高い事業展開が可能である。 

 

（４）指定管理者選定委員会 

委員長 総合政策局長 

委 員 総合政策局次長、市民局次長、観光交流文化局次長、環境局次長、 

保健福祉長寿局次長、保健衛生医療部長、こども未来局次長、経済局次長、 

経済局農政部長、都市局次長 

（５）市議会の議決  令和８年３月19日 

（６）指    定  令和８年３月19日 

（７）公    告  令和８年３月24日 






